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地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

　本業務は、札幌ドーム歩道橋、札幌ドーム前広場等の清掃及び、その付帯施設である監
視カメラや警報装置・エレベーター等の保守点検を行う業務である。
　これらは、大和ハウス プレミストドーム運営（イベント）との連携の必要性が高いこ
とから、イベント等との効率的な連携を図ることができ、緊急時に迅速な対応ができる事
業者に委託する必要がある。これらのことを踏まえたうえで、平成13年5月に締結された
「札幌ドーム関連道路施設の維持管理等に関する協定」の第4条及び第5条に、維持管理に
ついては株式会社札幌ドームに委託するものとされていることから、選定事業者としたも
のである。

見積参加者選考調書（特定随意契約用）

　大和ハウス プレミストドーム関連道路施設等維持管理業務

　豊平区土木部維持管理課

　株式会社　札幌ドーム

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）


